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Q35．シュレッダーした紙の回収・資源化ルートについて 

  

人口規模別集計

5.6

11.4

6.2

0.9

2.3

1.8

1.4

16.7

22.2

11.1

5.9

11.8

8.8

3.3

5.2

0.9

0.4

4.8

0. 5

0.6

0.6

0 25 50 75 100 

（ ）内は件数

全体(1425)

80万人以上(18)

40万人以上(34)

10万人以上(210)

5万人以上(225)

1万人以上(584)

1万人未満(354)

市区町村別集計

1.8

8.0

0.3

3.9

1.5

1.5

5.6

1.4

2.5

3.1

0.3

0.7

0 25 50 75 100

1.事業所が中心に回収

2.業者組合が共同で回収

3.特定の業者が回収サービス提
供

（ ）内は件数

全体(1425)

市・区(675)

町(613)

村(137)

地域別集計

1.8

0.7

2.1

3.0

4.2

1.4

0.7

2.1

3.6

1.2

1.1

3.7

1.4

5.6

2.1

7.6

1.6

6.3

3.0

7.0

1.4

0.7

9.6

6.8

0.5

6.7

0 25 50 75 100 

（ ）内は件数

全体(1425)

北海道(144)

東北(191)

関東(302)

中部(283)

近畿(145)

中国(83)

四国(59)

九州(188)

沖縄(30)

5.8

83.7

71.9

84.9

4.3

3.7

4.2

2.9

27.8

38.9

17.6

64.7

1.9

9.5

6.2

1.8

87.2

3.3

88.4

2.9

7.6

79.0

3.1

1.5

83.7

5.8

2.2

87.9

4.9

88.3

5.8

4.その他

5.特にない

無回答

2.9

2.0

2.5

4.1

2.1

2.7

3.3

83.7

5.8

81.9

7.6

79.6

6.8

4.2

81.5

6.0

88.0

4.6

89.7

77.1

7.2

3.6

6.8

79.7

6.8

86.7

5.9

80.0

10.0
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Q36．貴自治体のごみ処理についてお伺いします。現在、家庭系ごみの収集に関して、

有料制を導入していますか。次の選択肢の中から該当する番号を選んでお答え下さ

い。（択一回答） 

区
　
分

項
　
目

総
数

1
.

導
入
し
て
い
る

2
.

導
入
し
て
い
な
い

無
回
答

回答数 1,425 888 535 2

割合 (%) 100.0 62.3 37.5 0.1

回答数 675 383 292 0

割合 (%) 100.0 56.7 43.3 0.0

回答数 613 420 191 2

割合 (%) 100.0 68.5 31.2 0.3

回答数 137 85 52 0

割合 (%) 100.0 62.0 38.0 0.0

回答数 1,425 888 535 2

割合 (%) 100.0 62.3 37.5 0.1

回答数 18 9 9 0

割合 (%) 100.0 50.0 50.0 0.0

回答数 34 18 16 0

割合 (%) 100.0 52.9 47.1 0.0

回答数 210 106 104 0

割合 (%) 100.0 50.5 49.5 0.0

回答数 225 123 102 0

割合 (%) 100.0 54.7 45.3 0.0

回答数 584 375 209 0

割合 (%) 100.0 64.2 35.8 0.0

回答数 354 257 95 2

割合 (%) 100.0 72.6 26.8 0.6

回答数 1,425 888 535 2

割合 (%) 100.0 62.3 37.5 0.1

回答数 144 127 17 0

割合 (%) 100.0 88.2 11.8 0.0

回答数 191 76 114 1

割合 (%) 100.0 39.8 59.7 0.5

回答数 302 168 134 0

割合 (%) 100.0 55.6 44.4 0.0

回答数 283 159 124 0

割合 (%) 100.0 56.2 43.8 0.0

回答数 145 87 58 0

割合 (%) 100.0 60.0 40.0 0.0

回答数 83 62 21 0

割合 (%) 100.0 74.7 25.3 0.0

回答数 59 48 11 0

割合 (%) 100.0 81.4 18.6 0.0

回答数 188 141 46 1

割合 (%) 100.0 75.0 24.5 0.5

回答数 30 20 10 0

割合 (%) 100.0 66.7 33.3 0.0

全体

市・区

町

村

全体

80万人以上

40万人以上

10万人以上

5万人以上

1万人以上

1万人未満

全体

北海道

東北

関東

中部

沖縄

近畿

中国

四国

九州
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Ｑ36．家庭系ごみ収集の有料制の導入 

区分 全体 市・区 町 村 80万人以上 40万人以上 10万人以上 5万人以上 1万人以上 1万人未満

回答数 1,425 675 613 137 18 34 210 225 584 354

区分 北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄

回答数 144 191 302 283 145 83 59 188 30

市区町村別集計

62.3

68.5

62.0

37.5

31.2

56.7 43.3

38.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

市・区

町

村

1.導入している　 2.導入していない 無回答

人口規模別集計

50.0

37.5

50.0

45.3

35.8

26.8

54.7

50.5

52.9

62.3

64.2

72.6

47.1

49.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

80万人以上

40万人以上

10万人以上

5万人以上

1万人以上

1万人未満

1.導入している　 2.導入していない 無回答

地域別集計

88.2

39.8

81.4

75.0

66.7

37.5

11.8

59.7

44.4

33.3

55.6

56.2

60.0

74.7

62.3

24.5

25.3

18.6

40.0

43.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

北海道

東北

関東

中部

近畿

中国

四国

九州

沖縄

1.導入している　 2.導入していない 無回答
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Q37．有料制としてどのような方法をとられていますか。 

    次の選択肢の中から該当する番号を選んでお答え下さい。（択一回答） 

区
　
分

項
　
目

総
数

1
.

容
積
に
基
づ
く

2
.

従
量
制
を
と

っ

て
い
る

3
.

ご
み
袋
の
販
売

4
.

そ
の
他

無
回
答

回答数 888 23 91 644 128 2

割合 (%) 100.0 2.6 10.2 72.5 14.4 0.2

回答数 383 11 42 238 92 0

割合 (%) 100.0 2.9 11.0 62.1 24.0 0.0

回答数 420 10 41 337 30 2

割合 (%) 100.0 2.4 9.8 80.2 7.1 0.5

回答数 85 2 8 69 6 0

割合 (%) 100.0 2.4 9.4 81.2 7.1 0.0

回答数 888 23 91 644 128 2

割合 (%) 100.0 2.6 10.2 72.5 14.4 0.2

回答数 9 0 1 2 6 0

割合 (%) 100.0 0.0 11.1 22.2 66.7 0.0

回答数 18 1 4 2 11 0

割合 (%) 100.0 5.6 22.2 11.1 61.1 0.0

回答数 106 6 16 43 41 0

割合 (%) 100.0 5.7 15.1 40.6 38.7 0.0

回答数 123 3 10 87 23 0

割合 (%) 100.0 2.4 8.1 70.7 18.7 0.0

回答数 375 9 27 308 31 0

割合 (%) 100.0 2.4 7.2 82.1 8.3 0.0

回答数 257 4 33 202 16 2

割合 (%) 100.0 1.6 12.8 78.6 6.2 0.8

回答数 888 23 91 644 128 2

割合 (%) 100.0 2.6 10.2 72.5 14.4 0.2

回答数 127 4 26 83 13 1

割合 (%) 100.0 3.1 20.5 65.4 10.2 0.8

回答数 76 0 7 62 7 0

割合 (%) 100.0 0.0 9.2 81.6 9.2 0.0

回答数 168 9 26 90 43 0

割合 (%) 100.0 5.4 15.5 53.6 25.6 0.0

回答数 159 1 15 120 22 1

割合 (%) 100.0 0.6 9.4 75.5 13.8 0.6

回答数 87 4 4 61 18 0

割合 (%) 100.0 4.6 4.6 70.1 20.7 0.0

回答数 62 0 7 46 9 0

割合 (%) 100.0 0.0 11.3 74.2 14.5 0.0

回答数 48 2 2 39 5 0

割合 (%) 100.0 4.2 4.2 81.3 10.4 0.0

回答数 141 2 4 125 10 0

割合 (%) 100.0 1.4 2.8 88.7 7.1 0.0

回答数 20 1 0 18 1 0

割合 (%) 100.0 5.0 0.0 90.0 5.0 0.0

全体

市・区

町

村

全体

80万人以上

40万人以上

10万人以上

5万人以上

1万人以上

1万人未満

全体

北海道

東北

関東

中部

沖縄

近畿

中国

四国

九州



- 163 - 

Ｑ37．有料制の方法 

区分 全体 市・区 町 村 80万人以上 40万人以上 10万人以上 5万人以上 1万人以上 1万人未満

回答数 888 383 420 85 9 18 106 123 375 257

区分 北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄

回答数 127 76 168 159 87 62 48 141 20

市区町村別集計

10.2

11.0

9.8

9.4

72.5

80.2

81.2

14.4

24.0

7.1

7.1

62.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

市・区

町

村

1.容積に基づく 2.従量制をとっている 3.ごみ袋の販売 4.その他 無回答

人口規模別集計

12.8

72.5

82.1

78.6

14.4

61.1

38.7

18.7

8.3

6.2

5.7

5.6 22.2

15.1

11.1

8.1

10.2

7.2

40.6

11.1

22.2

70.7

66.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

80万人以上

40万人以上

10万人以上

5万人以上

1万人以上

1万人未満

1.容積に基づく 2.従量制をとっている 3.ごみ袋の販売 4.その他 無回答

地域別集計

9.2

72.5

65.4

81.6

53.6

75.5

70.1

81.3

14.4

10.2

9.2

25.6

13.8

20.7

14.5

10.4

5.4

5.0

4.6

11.3

15.5

4.6

9.4

20.5

10.2

88.7

90.0

74.2

5.0

7.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

北海道

東北

関東

中部

近畿

中国

四国

九州

沖縄

1.容積に基づく 2.従量制をとっている 3.ごみ袋の販売 4.その他 無回答
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Ｑ38．有料制の対象品目についてお伺いします。 
   次の選択肢の中から該当する番号を選んでお答え下さい。（複数回答） 

 

区
　
分

項
　
目

総
数

1
.
可
燃
ご
み

2
.
不
燃
ご
み

3
.
資
源
ご
み

4
.
粗
大
ご
み

5
.
そ
の
他

無
回
答

回答数 888 779 615 310 559 154 4

割合 (%) 100.0 87.7 69.3 34.9 63.0 17.3 0.5

回答数 383 306 235 90 255 58 3

割合 (%) 100.0 79.9 61.4 23.5 66.6 15.1 0.8

回答数 420 395 317 185 256 88 1

割合 (%) 100.0 94.0 75.5 44.0 61.0 21.0 0.2

回答数 85 78 63 35 48 8 0

割合 (%) 100.0 91.8 74.1 41.2 56.5 9.4 0.0

回答数 888 779 615 310 559 154 4

割合 (%) 100.0 87.7 69.3 34.9 63.0 17.3 0.5

回答数 9 3 2 2 9 2 0

割合 (%) 100.0 33.3 22.2 22.2 100.0 22.2 0.0

回答数 18 5 5 1 17 2 1

割合 (%) 100.0 27.8 27.8 5.6 94.4 11.1 5.6

回答数 106 72 59 12 85 17 0

割合 (%) 100.0 67.9 55.7 11.3 80.2 16.0 0.0

回答数 123 108 84 33 81 19 2

割合 (%) 100.0 87.8 68.3 26.8 65.9 15.4 1.6

回答数 375 352 263 136 201 64 1

割合 (%) 100.0 93.9 70.1 36.3 53.6 17.1 0.3

回答数 257 239 202 126 166 50 0

割合 (%) 100.0 93.0 78.6 49.0 64.6 19.5 0.0

回答数 888 779 615 310 559 154 4

割合 (%) 100.0 87.7 69.3 34.9 63.0 17.3 0.5

回答数 127 114 111 36 104 42 0

割合 (%) 100.0 89.8 87.4 28.3 81.9 33.1 0.0

回答数 76 67 63 41 52 10 0

割合 (%) 100.0 88.2 82.9 53.9 68.4 13.2 0.0

回答数 168 119 88 26 110 27 2

割合 (%) 100.0 70.8 52.4 15.5 65.5 16.1 1.2

回答数 159 146 94 46 70 19 1

割合 (%) 100.0 91.8 59.1 28.9 44.0 11.9 0.6

回答数 87 70 49 28 52 15 0

割合 (%) 100.0 80.5 56.3 32.2 59.8 17.2 0.0

回答数 62 60 45 25 35 9 0

割合 (%) 100.0 96.8 72.6 40.3 56.5 14.5 0.0

回答数 48 46 28 16 25 4 0

割合 (%) 100.0 95.8 58.3 33.3 52.1 8.3 0.0

回答数 141 137 118 82 94 21 1

割合 (%) 100.0 97.2 83.7 58.2 66.7 14.9 0.7

回答数 20 20 19 10 17 7 0

割合 (%) 100.0 100.0 95.0 50.0 85.0 35.0 0.0
沖縄

近畿

中国

四国

九州

北海道

東北

関東

中部

5万人以上

1万人以上

1万人未満

全体

全体

80万人以上

40万人以上

10万人以上

全体

市・区

町

村
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Q38．有料制の対象品目 

市区町村別集計

87.7

69.3

34.9

79.9

61.4

23.5

75.5

44.0

74.1

41.2

94.0

91.8

0 25 50 75 100

1.可燃ごみ

2.不燃ごみ

3.資源ごみ

地域別集計

87.7

69.3

34.9

89.8

87.4

28.3

88.2

82.9

53.9

70.8

52.4

15.5

59.1

28.9

80.5

56.3

32.2

96.8

72.6

40.3

58.3

33.3

83.7

58.2

95.0

50.0

91.8

95.8

97.2

100.0

0 25 50 75 100 

人口規模別集計

87.7

69.3

34.9

27.8

55.7

11.3

87.8

68.3

26.8

93.9

70.1

36.3

49.0

22.2

33.3

22.2

27.8

5.6

67.9

93.0

78.6

0 25 50 75 100 

63.0

17.3

66.6

15.1

61.0

21.0

56.5

9.4

0.5

0.8

0.2

4.粗大ごみ

5.その他

無回答

（ ）内は件数

全体(888)

市・区(383)

町(420)

村(85)

63.0

17.3

81.9

33.1

68.4

13.2

65.5

16.1

44.0

11.9

59.8

17.2

56.5

14.5

52.1

8.3

66.7

14.9

85.0

35.0

0.5

1.2

0.6

0.7

（ ）内は件数

全体(888)

北海道(127)

東北(76)

関東(168)

中部(159)

近畿(87)

中国(62)

四国(48)

九州(141)

沖縄(20)

63.0

17.3

16.0

15.4

53.6

17.1

64.6

19.5

0.5

100.0

22.2

94.4

11.1

5.6

80.2

65.9

1.6

（ ）内は件数

全体(888)

80万人以上(9)

40万人以上(18)

10万人以上(106)

5万人以上(123)

1万人以上(375)

1万人未満(257)
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平成１９年度 
地方公共団体古紙関連施策等実態調査 

調査票 

平成19年 12月 

財団法人 古紙再生促進センター 

１．調査の目的 
本調査は、地方自治体の紙リサイクル施策に関する状況を、継続的に把握することを

目的としています。 
２．調査の内容 
 調査の内容は、次の通りです。 
・庁舎内向け施策・実態について 

３．調査の対象 
調査の対象は、４７都道府県です。 

４．回答方式 
回答は、各設問の説明にしたがって、調査票に直接書き込むか、または同封の回答用

紙に記入の上、郵送・FAX でご返信ください。下記 URL より回答用紙のダウンロード

も可能です（その場合はファイルをメールに添付の上、送信して下さい）。 
アンケート回答用紙ダウンロード先 http://dynax-eco.com/chousa 

５．お問い合わせ 
財団法人 古紙再生促進センター 担当：広瀬 
電話：03-3537-6822(代)   FAX：03-3537-6823 

６．返送先 
㈱ダイナックス都市環境研究所内  地方公共団体古紙関連施策等実態調査係 
〒105-8790 東京都港区西新橋 2 丁目 11 番５号 ＴＫＫ西新橋ビル３階 

７．提出期限                    FAX 返信先：03-3580-8265 
この調査票は、平成 20 年 1 月 1８日（金）までにご送付願います 

（同封の返信用封筒（切手不要）またはメール、FAX 返信 をご利用下さい）。 
  ご協力頂いた自治体には、本調査結果をまとめた報告書をご送付いたしますので、お手数ですが、

以下の欄にご記入下さい。また、参考のためにリサイクル（環境等）担当の部署名をご記入下さい。 

貴自治体名 
 

 

 
人口規模 

（○をひとつ）

１．80 万人以上  ２．40 万人以上  ３．10 万人以上  ４．5 万人以上 

５． 1 万人以上  ６. 1 万人未満      （平成 19 年 10 月現在） 

ご住所 

 

 

 

都道

府県

市

郡

区 

町村

 

ご回答者の所属  

ご連絡先 TEL （       ）       － FAX （       ）       － 

リサイクル担当部署  

（都道府県）

〒
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Ⅰ．庁舎内向け施策・実態について 

Ⅰ－１．庁舎内古紙回収について 

※Ｑ１～３は、庁舎内において古紙の分別回収を実施している自治体にお伺いします。 

Ｑ１．主として事業所から排出されるいわゆる「ミックスペーパー」とか「オフィスペーパー」と呼

称されている紙類（オフィスで不要となったコピー用紙、チラシ、名刺、封筒、包装紙、紙袋

など）について、（財）古紙再生促進センターでは、「オフィスペーパー」の銘柄を設定し、そ

の普及に取り組んでおりますが、貴自治体ではどのように取り扱っていますか。次の選択肢の

中から該当する番号を選んでお答え下さい（○はひとつ）。 

１．コピー用紙、コンピューター用紙等OA 用紙類とその他の紙類（又はミックスペーパー）に分

別排出するよう指導している 
２．コピー用紙、コンピューター用紙等OA 用紙類とその他の紙類を一括りにして排出するよう指

導している 
３．雑誌（又は段ボール）の中に含めて排出するよう指導している 
４．コピー用紙、コンピューター用紙等OA 用紙類を分別排出するよう指導し、その他の紙類は可

燃ごみとして排出している 
５．コピー用紙、コンピューター用紙等OA 用紙類とその他の紙類について分別排出の指導はして

いないので、一般的には可燃ごみとして排出している 
６．その他（具体例：                                  ）

 

Ｑ２．貴自治体において収集されたオフィスペーパーの再資源化等のルートはどのようになっていま

すか。次の選択肢の中から該当する番号を選んでお答え下さい（○はいくつでも）。 

１． 製紙原料向けのルートによる資源化 
２．製紙原料向け以外の資源化ルート（具体例：                     ）

３．わからない 

 

Ｑ３．庁舎内で発生する機密書類については、取扱（処理）規程、パンフレット等により周知して処      

理される場合が多いと伺っておりますが、貴自治体では主としてどのように処理されています

か。次の選択肢の中から該当する番号を選んでお答え下さい（○はひとつ）。 

１．機密書類を処理（シュレッダー・破砕等）して廃棄物（焼却）処理 
２．機密書類そのまま（専用の箱詰め等を含む）で廃棄物（焼却）処理 
３．機密書類を処理（シュレッダー・破砕等）して再生資源ルートへ 
４．機密書類そのまま（専用の箱詰め等を含む）で再生資源ルートへ 
５．特に機密書類の取扱い規程等の周知はしておらず、各部署の判断に任せている 
６．その他（具体例:                                                                     ）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q３へ 
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Ｑ４．環境物品調達推進法（グリーン購入法）に基づき、地方公共団体に対しても、毎年度環境物品

等の調達方針を作成し、グリーン購入を推進するよう努めることが求められています。貴自治

体では、グリーン購入に対してどのように対応していますか。次の選択肢の中から該当する番

号を選んでお答え下さい（○はひとつ）。 

１． グリーン購入法に対応し､基準やガイドラインを設けて推進している   
２．今後調達方針を作成して推進する予定 
３．現時点では未定                        以上で終了です。 
４．対応しない 

 

Ｑ５．現在、紙・紙製品についてグリーン購入を行っておられる場合に何か課題がありますか。次の

選択肢の中から、該当する番号を選んでお答え下さい（○はいくつでも）。 

１．価格が高い 
２．組織としてのグリーン購入に対する意識が低い 
３．一括購入でなく各部署ごとの物品調達のためグリーン購入の徹底が難しい 
４．グリーン購入の対象となる製品の基準が明確でない 
５．対象品目の品揃いが十分でなく購入が面倒 
６．グリーン購入に関する情報がない 
７．各部署で要求している規格に合わない 
８．品質が落ちる 
９．購入方法が煩雑で難しい 
１０．その他（具体例：                                 ）

１１．特に課題はない 
 

 

 

 

設問は以上で終わりです。 

本調査票または回答用紙を、同封の返信用封筒に入れて切手を貼らずに 

ご返送いただくか、もしくは先頭ページに記載したＨＰより回答用紙を 

ダウンロードしメール添付にてご返信下さい。ＦＡＸでも受け付けています。 

ご協力まことにありがとうございました。 

Ⅰ－２．庁舎内における古紙利用製品の使用について 

※参考資料として、雑がみの回収についての住民等向け啓発又は説明資料を同封頂ければ幸いです

（条例、広報紙、チラシ、ポスター、パンフレットの関連ページ等）。 
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平成１９年度 
地方公共団体古紙関連施策等実態調査 

調査票 

平成19年 12月 

財団法人 古紙再生促進センター 

１．調査の目的 
本調査は、地方自治体の紙リサイクル施策に関する状況を、継続的に把握することを

目的としています。 
２．調査の内容 
 調査の内容は、次の通りです。 
Ⅰ．庁舎内向け施策・実態について 
Ⅱ．家庭･事業所向け施策・実態について 

３．調査の対象 
調査の対象は、東京 23 区並びに市町村の合計 1,831 自治体です。 

４．回答方式 
回答は、各設問の説明にしたがって、調査票に直接書き込むか、または同封の回答用

紙に記入の上、郵送・FAX でご返信ください。下記 URL より回答用紙のダウンロード

も可能です（その場合はファイルをメールに添付の上、送信して下さい）。 
アンケート回答用紙ダウンロード先 http://dynax-eco.com/chousa 

５．お問い合わせ 
財団法人 古紙再生促進センター 担当：広瀬 
電話：03-3537-6822(代)   FAX：03-3537-6823 

６．返送先 
㈱ダイナックス都市環境研究所内  地方公共団体古紙関連施策等実態調査係 
〒105-8790 東京都港区西新橋 2 丁目 11 番５号 ＴＫＫ西新橋ビル３階 

７．提出期限                    FAX 返信先：03-3580-8265 
この調査票は、平成 20 年 1 月 1８日（金）までにご送付願います 

（同封の返信用封筒（切手不要）またはメール、FAX 返信 をご利用下さい）。 
  ご協力頂いた自治体には、本調査結果をまとめた報告書をご送付いたしますので、お手数ですが、

以下の欄にご記入下さい。また、参考のためにリサイクル（環境等）担当の部署名をご記入下さい。 

貴自治体名 
 

 

 
人口規模 

（○をひとつ）

１．80 万人以上  ２．40 万人以上  ３．10 万人以上  ４．5 万人以上 

５． 1 万人以上  ６. 1 万人未満      （平成 19 年 10 月現在） 

ご住所 

 

 

 

都道

府県

市

郡

区 

町村

 

ご回答者の所属  

ご連絡先 TEL （       ）       － FAX （       ）       － 

リサイクル担当部署  

（市区町村）

〒



－ - 170 - －   

Ⅰ．庁舎内向け施策・実態について 

Ⅰ－１．庁舎内古紙回収について 

※Ｑ１～３は、庁舎内において古紙の分別回収を実施している自治体にお伺いします。 

Ｑ１．主として事業所から排出されるいわゆる「ミックスペーパー」とか「オフィスペーパー」と呼

称されている紙類（オフィスで不要となったコピー用紙、チラシ、名刺、封筒、包装紙、紙袋

など）について、（財）古紙再生促進センターでは、「オフィスペーパー」の銘柄を設定し、そ

の普及に取り組んでおりますが、貴自治体ではどのように取り扱っていますか。次の選択肢の

中から該当する番号を選んでお答え下さい（○はひとつ）。 

１．コピー用紙、コンピューター用紙等OA 用紙類とその他の紙類（又はミックスペーパー）に分

別排出するよう指導している 
２．コピー用紙、コンピューター用紙等OA 用紙類とその他の紙類を一括りにして排出するよう指

導している 
３．雑誌（又は段ボール）の中に含めて排出するよう指導している 
４．コピー用紙、コンピューター用紙等OA 用紙類を分別排出するよう指導し、その他の紙類は可

燃ごみとして排出している 
５．コピー用紙、コンピューター用紙等OA 用紙類とその他の紙類について分別排出の指導はして

いないので、一般的には可燃ごみとして排出している 
６．その他（具体例：                                  ）

 

Ｑ２．貴自治体において収集されたオフィスペーパーの再資源化等のルートはどのようになっていま

すか。次の選択肢の中から該当する番号を選んでお答え下さい（○はいくつでも）。 

１． 製紙原料向けのルートによる資源化 
２．製紙原料向け以外の資源化ルート（具体例：                     ）

３．わからない 

 

Ｑ３．庁舎内で発生する機密書類については、取扱（処理）規程、パンフレット等により周知して処      

理される場合が多いと伺っておりますが、貴自治体では主としてどのように処理されています

か。次の選択肢の中から該当する番号を選んでお答え下さい（○はひとつ）。 

１．機密書類を処理（シュレッダー・破砕等）して廃棄物（焼却）処理 
２．機密書類そのまま（専用の箱詰め等を含む）で廃棄物（焼却）処理 
３．機密書類を処理（シュレッダー・破砕等）して再生資源ルートへ 
４．機密書類そのまま（専用の箱詰め等を含む）で再生資源ルートへ 
５．特に機密書類の取扱い規程等の周知はしておらず、各部署の判断に任せている 
６．その他（具体例:                                                                     ）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q３へ 
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Ｑ４．環境物品調達推進法（グリーン購入法）に基づき、地方公共団体に対しても、毎年度環境物品

等の調達方針を作成し、グリーン購入を推進するよう努めることが求められています。貴自治

体では、グリーン購入に対してどのように対応していますか。次の選択肢の中から該当する番

号を選んでお答え下さい（○はひとつ）。 

１． グリーン購入法に対応し､基準やガイドラインを設けて推進している   
２．今後調達方針を作成して推進する予定 
３．現時点では未定                                   Q６へ 
４．対応しない 

 

Ｑ５．現在、紙・紙製品についてグリーン購入を行っておられる場合に何か課題がありますか。次の

選択肢の中から、該当する番号を選んでお答え下さい（○はいくつでも）。 

１．価格が高い 
２．組織としてのグリーン購入に対する意識が低い 
３．一括購入でなく各部署ごとの物品調達のためグリーン購入の徹底が難しい 
４．グリーン購入の対象となる製品の基準が明確でない 
５．対象品目の品揃いが十分でなく購入が面倒 
６．グリーン購入に関する情報がない 
７．各部署で要求している規格に合わない 
８．品質が落ちる 
９．購入方法が煩雑で難しい 
１０．その他（具体例：                                 ）

１１．特に課題はない 
 
Ⅱ．家庭・事業所向け施策・実態について 

Ⅱ－１．家庭からの古紙回収について

Ｑ６．貴自治体では、家庭から排出される古紙（紙パック、その他紙製容器包装を含むすべての品目）

を、どのような方法で回収していますか。下の選択肢の中から該当する番号を選んでお答え下

さい（○はいくつでも）。 

１．住民の集団回収を支援している 
２．家庭ごみとは別に、「資源ごみ（資源物）」の対象品目として行政が回収している 
３．家庭ごみとして排出された古紙を、収集段階又は資源化施設等で行政が選別回収している 
４．公共施設等を利用して、行政が拠点回収を行っている（スーパーなどの自主回収は除く） 
５．行政として、特に何も行っていない            Q３１へ 
６．その他（具体例：                                  ）

 

※Ｑ７～１０は、Ｑ６で「１．住民の集団回収を支援している」を回答した自治体にお伺いします。 

Ｑ７．貴自治体においては集団回収実施団体への助成金・奨励金等の交付を行っていますか。次の選

択肢の中から該当する番号を選んでお答え下さい（○はひとつ）。 

１． 現在、助成金・奨励金等を交付している 
２．今後、助成金・奨励金等は減額する方向である 
３．以前は助成金・奨励金等を交付していたが、現在は交付していない 
４．助成金・奨励金等は以前も現在も交付していない           

Ⅰ－２．庁舎内における古紙利用製品の使用について 

Q９へ 

Q８へ 
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Ｑ８． 回収量に応じて助成金・奨励金を交付している場合、その対象となる品目はどれですか。また、

助成金・奨励金等の金額（単価）は何円ですか。次の中から該当するものをいくつでも選び、

金額を記入して下さい（対象品目の番号に○ →金額を記入）。   

１．新聞  （    円/kg）  ２．雑誌（    円/kg）  ３．段ボール（    円/kg）
４．紙パック（    円/kg）  ５．その他（品目：     、   円/kg） 

 

Ｑ９．貴自治体においては集団回収した古紙の引取業者への助成金・奨励金等の交付を行っています

か。次の選択肢の中から該当する番号を選んでお答え下さい（○はひとつ）。 

１．現在、助成金・奨励金等を交付している 
２．今後、助成金・奨励金等は減額する方向である 
３．以前は助成金・奨励金等を交付していたが、現在は交付していない 
４．助成金・奨励金等は以前も現在も交付していない            

 

Ｑ１０．回収量に応じて助成金・奨励金を交付している場合、その対象となる品目はどれですか。ま

た、助成金・奨励金等の金額（単価）は何円ですか。次の中から該当するものをいくつでも

選び、金額を記入して下さい（対象品目の番号に○ →金額を記入）。   

１．新聞  （    円/kg）  ２．雑誌（    円/kg）  ３．段ボール（    円/kg）
４．紙パック（    円/kg）  ５．その他（品目：     、   円/kg） 

 

※Ｑ１１～２０は、Ｑ６で「２．家庭ごみとは別に、「資源ごみ（資源物）」の対象品目として行政が回収している」「３．

家庭ごみとして排出された古紙を、収集段階又は資源化施設等で行政が選別回収している」「４．公共施設等を利用

して、行政が拠点回収を行っている」を回答した自治体にお伺いします（該当しない場合はＱ２１へ）。 

Ｑ１１．行政回収の対象とする古紙の排出源について、次の選択肢の中から該当する番号を選んでお

答え下さい（○はひとつ）。 

１．家庭から排出される古紙のみを対象としている  
２．家庭系・事業系のいずれも対象としている 
３．その他（具体例：                                  ）

 

Ｑ１２．行政回収において、古紙回収の実施主体はどのようになっていますか。次の選択肢の中から

該当する番号を選んでお答え下さい（○はいくつでも）。 

１．自治体(一部事務組合等を含む)自らが回収している 
２．自治体が設立に関与した公社等（公社、第三セクター等）が回収している 
３．一般廃棄物業者へ委託している 
４．資源回収業者（業者組合等の団体を含む）へ委託している 
５．その他（具体例：                                  ）

 

Ｑ１３．「資源ごみ（資源物）」として行政が回収した古紙を業者(業者組合等の団体を含む)等に引き

渡す際、取引形態はどのようになっていますか。次の選択肢の中から該当する番号を選んで

お答え下さい（○はひとつ）。 

１．原則として、有償で引き渡している   
２．原則として、無償で引き渡している 
３．原則として、逆有償で引き渡している  
４．回収した古紙の種類により、有償、無償、または逆有償で引き渡している 
５．原則として、引き渡しは委託業務として委託費（処理費）を支払っている 

Q１５へ

Q１１へ

Q１４へ 
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Ｑ１４．それぞれの品目ごとの有償または逆有償の価格をお答え下さい。    

１．新聞 （    円/kg） ２．雑誌 （    円/kg） ３．段ボール（    円/kg）
※記入例：有償の場合 １．新聞 （5 円/kg）  逆有償の場合 １．新聞 （–5 円/kg） 
※逆有償とは、資源物を回収処理業者に引き渡す時に処理費を上乗せして支払う場合のことです。 

 

Ｑ１５．行政回収された古紙の業者等への引き渡しの状態を伺います。次の選択肢の中から該当する

番号を選んでお答え下さい（○はひとつ）。 

１．自治体の施設で選別加工（梱包）までを行い、引き渡している 
２．自治体の施設で選別のみを行い、業者に引き渡している 
３．回収したまま業者に引き渡している                   
４．その他（具体例：                    ） 

 

Ｑ１６．貴自治体（貴自治体が加入する一部事務組合を含む･･･以下同様）では、行政が「資源ごみ（資

源物）として回収した古紙を処理するために自動結束装置付大型古紙梱包機を設置していま

すか。次の選択肢の中から該当する番号を選んでお答え下さい（○はひとつ）。 

１．既に設置している 
２．今後設置の予定である  
３．以前は設置していたが、現在はない 
４．以前から設置していない 

 

Ｑ１７．行政回収された古紙の引き渡し先の選定方法についてお伺いします。次の選択肢の中から該

当する番号を選んでお答え下さい（○はひとつ）。 

１．引き渡し資格者を対象とした入札制度により選定している 
２．自治体が何らかの方法で指定した個別業者を選定している 
３．自治体が何らかの方法で指定した業者団体を選定している 
４．その他（具体例：                                  ）

 

Ｑ１８．応札価格は当該地域周辺の古紙価格と比較して価格差がありますか。次の選択肢の中から該

当する番号を選んでお答え下さい（○はひとつ）。 

１．高い      ２．安い      ３．ほぼ同水準     ４．わからない  
 

Ｑ１９．行政回収された古紙の「抜き取り問題」が報道されていますが、貴自治体では何らかの防止

対策を行っていますか。次の選択肢の中から該当する番号を選んでお答え下さい（○はひと

つ）。 

１．抜き取り防止対策を行っている 
２．抜き取り防止対策について検討している 
３．抜き取り問題は発生しているが、今のところ対策は検討していない 
４．抜き取り問題は発生していないため、対策は行っていない 

 

 

Q２１へ

Q１７へ 

Q１９へ 

Q２０へ 
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Ｑ２０．行政回収された古紙の「抜き取り問題」に対して、貴自治体では具体的にどのような防止対

策を行っていますか。次の選択肢の中から該当する番号を選んでお答え下さい（○はいくつ

でも）。 

１．収集場所での注意喚起看板、ポスターなどの掲示 
２．広報紙などによる広報活動 
３．パトロールなどの実施 
４．業者などに対する啓発活動 
５．引取業者が受取拒否 
６．条例による規制の制定 
７．資源ごみシール貼付などによる防止対策 
８．その他（具体例：                                 ）

※Ｑ２１は、Ｑ６で「１．住民の集団回収を支援している」を回答した自治体にお伺いします。 

Ｑ２１．集団回収において古紙の「抜き取り問題」の発生状況についてお伺いします。次の選択肢の

中から該当する番号を選んでお答え下さい（○はいくつでも）。 

１．発生していない 
２．発生しており、実施団体においてそれぞれ防止対策を講じている 
３．発生しており、当自治体でも防止対策を講じている 
４．発生しており、実施団体の防止対策を支援している 
５．発生しているが、現在特に防止対策を講じていない 

 
 

Ⅱ－２．紙パック・その他紙製容器包装の分別収集の実施状況について 

※Ｑ２２は、紙パックの分別収集を実施している自治体にお伺いします。 

Ｑ２２．貴自治体では紙パックをどのような方法で分別収集していますか。次の選択肢の中から該当

する番号を選んでお答え下さい（○はいくつでも）。 

１．住民の集団回収を支援している 
２．家庭ごみとは別に、「資源ごみ（資源物）」の対象品目として行政が回収している 
３．家庭ごみとして排出された紙パックを、収集段階または資源化施設等で選別回収している 
４．公共施設等を利用して、拠点回収を行っている（スーパーなどの自主回収は除く） 
５．その他（具体例：                                  ）

※Ｑ２３～２４は、「その他紙製容器包装（紙パック、段ボールを除く･･･以下同様）」の分別収集を実施している自治

体にお伺いします。 

Ｑ２３．貴自治体では、「その他紙製容器包装（紙パック、段ボールを除く･･･以下同様）」をどのよう

な方法で分別収集していますか。次の選択肢の中から該当する番号を選んでお答え下さい（○

はいくつでも）。 

１．住民の集団回収を支援している 
２．家庭ごみとは別に、「資源ごみ（資源物）」の単独の対象品目として行政が回収している 
３．家庭ごみとは別に、「資源ごみ（資源物）」の対象品目として他の紙類と混合で行政が回収している

４．家庭ごみとして排出されたその他紙製容器包装を、収集段階または資源化施設等で選別回収してい

る 
５．公共施設等を利用して、単独の対象品目として拠点回収を行っている（スーパーなどの自主回収は

除く） 
６．公共施設等を利用して、他の紙類と混合で拠点回収を行っている（スーパーなどの自主回収は除く）

７．その他（具体例：                                  ） 
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Ｑ２４．貴自治体において「その他紙製容器包装」の再商品化等のルートはどのようになっています

か。次の中から該当する番号を選んでお答え下さい（○はひとつ）。 

１．指定法人（財団法人日本容器包装リサイクル協会）ルートによる再商品化 
２．自治体独自のルートによる再商品化 
３．その他の資源化ルート（具体例：                           ）

４．わからない 
 

Ⅱ－３．「雑がみ」の分別収集の実施状況について            

Ｑ２５．主として家庭から排出される、新聞、雑誌、段ボール、飲料用紙パック以外のもの（空箱・

ＤＭ・葉書・メモ用紙など）を、(財)古紙再生促進センターでは、「雑がみ」という銘柄を設

定し、その普及に取り組んでおりますが、貴自治体では雑がみ（又はその他の紙等の名称の

もの。以下同様）をどのように取り扱っていますか。次の選択肢の中から該当する番号を選

んでお答え下さい（○はひとつ）。 

１．分別排出の指導はしていないので、一般的には可燃ごみとして排出されている 
２．雑がみという区分で排出するよう指導している 
３．雑誌の中に含めて分別排出するよう指導している  
４．その他（具体例：                                 ）

 

Ｑ２６．雑がみの分別指導を始められたのはどのような理由からでしょうか。次の選択肢の中から該 

当する番号を選んでお答え下さい（○はいくつでも）。 

１．紙ごみの減量を図るため 
２．資源の有効利用のため 
３．近隣の自治体が始めたのをきっかけとして始めた 
４．古紙の引取業者からの勧め 
５．(財)古紙再生促進センターの発行資料を参考にした 
６．その他（具体例：                                  ）

 

Ｑ２７．雑がみの分別排出を進めるためにはどんな課題がありますか。次の選択肢の中から該当する

番号を選んでお答え下さい（○はいくつでも）。 

１．何が雑がみか分かりにくく、住民指導をしづらい 
２．製紙原料以外のものが混入しやすいため、古紙としての品質が低い 
３．住民への周知徹底が難しく依然ごみとして排出されることが多い 
４．雑がみとしての流通段階での評価が確立されておらず、雑誌等と混合されている 
５．その他（具体例：                                  ）

６．課題は特にない  
 

※Ｑ２８～３０は、Ｑ２５で「２．雑がみという区分で分別排出するよう指導している」と回答した自治体のみにお伺

いします。 

Ｑ２８．雑がみの排出方法について次の選択肢の中から該当する番号を選んでお答え下さい（○はひ

とつ）。 

１．ひもで括って出すよう指導している 
２．紙袋に入れて出すよう指導している 
３．ポリ袋に入れて出すよう指導している 
４．特に指導していない                   
５．その他（具体例：                    ） 

Q２８へ 
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Ｑ２９．雑がみを業者等に引き渡す際の金銭取引状況はどのようになっていますか。次の選択肢の中

から該当する番号を選んでお答え下さい（○はひとつ）。また、有償または逆有償の価格をお

答え下さい。 

１．有償  （   円/kg） ２．無償  ３．逆有償（   円/kg）
※ 記入例：有償 （5 円/kg）  逆有償 （–5 円/kg） 
 

Ｑ３０．業者等に引き渡した後の雑がみは、どのようなルートで何に再生利用されていますか。ご存

知の範囲で次の選択肢の中から該当する番号を選んでお答え下さい（○はいくつでも）。 

１．主として国内の製紙原料向け 
２． 主として国内の製紙原料以外の新規用途向け 
３．主として輸出向け 
４．その他（具体例：                                  ）

 

Ⅱ－４．事業所からの古紙回収促進について 

Ｑ３１．現在、事業系一般廃棄物は課題のひとつになっていますが、貴自治体の廃棄物行政において、

事業者に対し紙ごみの発生抑制、古紙の再資源化を図るため、自治体施設への搬入禁止また

は規制をしていますか。次の選択肢の中から該当する番号を選んでお答え下さい（○はひと

つ）。 

１．一切受け入れない 
２．一部（機密書類など）のみ受け入れている 
３．受け入れ料金を高く設定している 
４．事業系一般廃棄物の収集について有料で実施している 
５．その他（具体例：                                 ）

６．特に何もしていない 
 

Ｑ３２．事業用大規模建築物の所有者や多量排出事業者に対し、ごみ減量計画等の作成指導をしてい

ますか。次の選択肢の中から該当する番号を選んでお答え下さい（○はひとつ）。 
１．ごみ減量計画等の作成指導をしている →面積が（      ）以上の事業者に対して 
２．作成指導はしているが、義務付けてはいない 
３．ごみ減量計画等の作成を義務付けている 
４．その他（具体例：                                 ）

５．特に何もしていない 

   

Ｑ３３．ごみ減量計画等の作成指導と共に、古紙の資源化計画について作成指導をしていますか。次

の選択肢の中から該当する番号を選んでお答え下さい（○はひとつ）。 
１．古紙の資源化計画の作成指導をしている 
２．作成指導はしているが、義務付けてはいない 
３．古紙の資源化計画の作成を義務付けている 
４．その他（具体例：                                 ）

５．特に何もしていない 
６．今後も特に予定していない 

 
 
 

Q３4へ
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Ｑ３４．貴自治体では、事業所から排出されるオフィス系の古紙（オフィスペーパーという。以下同

様）を回収・資源化する仕組み（ルート）がありますか。次の選択肢の中から該当する番号

を選んでお答え下さい（○はいくつでも）。 

１．事業所が中心となって回収する仕組み（オフィス町内会など）がある 
２．古紙回収業者の組合等が共同して回収する仕組みがある 
３．特定の回収業者が積極的に回収サービスを提供している 
４．その他（具体例：                                 ）

５．特にない 
 

Ｑ３５．貴自治体では、事業所が排出するオフィスペーパーのうちシュレッダーした紙を回収・資源

化する仕組み（ルート）がありますか。次の選択肢の中から該当する番号を選んでお答え下

さい（○はいくつでも）。 

１．事業所が中心となって回収する仕組み（オフィス町内会など）がある 
２．古紙回収業者の組合等が共同して回収する仕組みがある 
３．特定の回収業者が積極的に回収サービスを提供している 
４．その他（具体例：                                 ）

５．特にない 
 

Ⅱ－５．家庭からのごみ収集について 

Ｑ３６．貴自治体のごみ処理についてお伺いします。現在、家庭系ごみの収集に関して、有料制を導

入していますか。次の選択肢の中から該当する番号を選んでお答え下さい（○はひとつ）。 

１．導入している ２．導入していない（以上で終了です） 

 

Ｑ３７．有料制としてどのような方法をとられていますか。次の選択肢の中から該当する番号を選ん

でお答え下さい（○はひとつ）。  

１．容積に基づく 
２．従量制をとっている 
３．ごみ袋の販売 
４．その他（具体例：                                  ）

 

Ｑ３８．対象品目についてお伺いします。次の選択肢の中から該当する番号を選んでお答え下さい（○

はいくつでも）。 

１．可燃ごみ ２．不燃ごみ ３．資源ごみ ４．粗大ごみ 
５．その他（具体的に：                              ） 

 

設問は以上で終わりです。 

本調査票または回答用紙を、同封の返信用封筒に入れて切手を貼らずに 

ご返送いただくか、もしくは先頭ページに記載したＨＰより回答用紙を 

ダウンロードしメール添付にてご返信下さい。ＦＡＸでも受け付けています。 

ご協力まことにありがとうございました。 

 ※参考資料として、雑がみの回収についての住民等向け啓発又は説明資料を同封頂ければ幸いです

（条例、広報紙、チラシ、ポスター、パンフレットの関連ページ等）。 




